
横浜保育室事業事務取扱要領 

制 定 平成９年４月１日 福保推第 18 号(市長決裁) 

最近改定 令和５年３月 31 日 こ保運第 1968 号(局長決裁) 

第１ 目的 

この要領は、横浜保育室事業実施要綱（平成９年４月１日制定 以下「要綱」という。）に基づ

き、適正な事務執行を図ることを目的に、別に定めるもののほか、認定及び助成について必要な

事項を定める。 

 

第２ 運営委員会 

(1) 運営委員会は、原則として、１施設に１運営委員会を置くこととする。 

ただし、任意団体が運営委員会の条件を具備し、当該施設のみを運営している場合は、別に

設置する必要はない。 

(2) 委員は、５人から原則として９人までの範囲とし、利用者及び施設長を必須として構成する。 

(3) 委員の構成は、親族その他特殊な関係にある者、または施設長を含む施設職員並びに設置者、

設置者の職員の総数がその過半数を超えないものとする。 

(4) 委員会には、定足数、運営方法等の規約を設け、委員名簿、議事録を整備すること。 

なお、委員の任期は原則として１年とし、再任を妨げないものとする。 

(5) 委員会で協議する事項は、予算、決算、事業計画、事業報告、保育料、施設の移転・廃止そ

の他重要事項とし、年３回以上開催するものとする。 

(6) 委員には、委員の役にあることのみをもって、施設運営費から報酬が支払われてはならない。 

(7) 設置者は、運営委員会での協議内容を議事録の配付や掲示等により利用者へ周知しなければ

ならない。 

 

第３ 横浜保育室定員と保育する児童 

(1) 横浜保育室定員を超えて受入をしないものとする。 

 

第４ 職員 

(1) 常勤とは、社会保険及び労働保険等に加入している当該施設の就業規則に定めた職員又は、

所定労働時間が１か月当たり 120時間以上の契約を結ぶ職員とする。 

ただし、常勤職員に代えて非常勤職員を充てる場合は、常勤職員と同程度の勤務時間を確保

すること。 

(2) 保育時間内は、３歳未満の児童のおおむね４人に対し、１人の保育従事者を配置するが、児

童の利用時間帯に合わせた勤務形態で、保育して差し支えないものとする。 

(3) 設置者は、施設長、保育従事者及び調理員の勤務状況が確認できる書類を整備すること。 

 

第５ 保育時間等 

(1) 週のうち月曜日から金曜日の基本保育時間は、７時 30 分から 18 時 30 分とし、その時間帯

は開所していることとするが、地域の実情を踏まえて、11時間以上開設することを前提に、保

育時間を変更することができるものとする。 

  また、土曜日についても、地域の実情を踏まえて、８時間以上開設することを前提に、保育

時間を変更することができるものとする。 

(2) 休園日は、休日保育の実施園を除き、原則として日曜、祝日、休日及び年末 12月 29日から

１月３日までとするが、それ以外に休園する場合は、事前に利用者に対して十分な説明を行い

理解を得ること。 

 



第６ 保護者負担 

(1) 要綱第 11 条第１項に定める月極保育料は、要綱で定める額を上限とし、年齢別や利用時間

及び日数による設定をすることができる。 

   保護者から退園の申し出があった場合に、既に退園月の翌月以降の保育料を受領している

場合はすみやかに返金すること。 

(2) 設置者は保護者の求めに応じ、多子（３歳児多子を含む）減免加算対象児童のきょうだいが

横浜保育室等を利用していることを『横浜保育室保育料軽減助成兼多子減免利用申込書』（第 37

号様式）で確認したうえで、多子減免加算費の額を保護者負担額から控除することとする。そ

の場合には、保護者に次の書類の提出を求め、施設に整備しておくこと。 

ア 多子減免加算費対象児童のきょうだいが認可保育所、小規模保育事業、家庭的保育事業、

居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、認定こども園、幼稚園の給付対象施設・事業を利

用している場合、当該施設・事業の「利用料通知書」の写し又は施設を利用していることを

当該施設長が証明した書類 

イ 多子減免加算費対象児童のきょうだいが横浜保育室等（上記アを除く）を利用している場

合、施設を利用していることを当該施設長が証明した書類 

(3) 設置者は保護者の求めに応じ、『横浜保育室保育料軽減助成兼多子減免利用申込書』（第 37号

様式）により、助成要件に適合することを確認したうえで、保育料軽減助成費の額を保護者負

担額から控除することとする。その場合には、『区分確認通知書』、または横浜市給付認定及び

利用調整等実施要綱(平成 26 年 10 月 14 日こ企第 580 号局長決裁)第２条第２項に基づき発行

された当該児童の『教育・保育給付認定 決定通知書』または『施設等利用給付認定 決定通知

書』の提示を求め、写しを施設に整備しておくこと。 

(4) 保育サービス事業の利用料は、要綱で示しているガイドラインを参考に、施設運営の多様な

要素や条件を考慮して設定することができる。ただし、一時保育については要綱で示している

ガイドラインを利用料の上限とする。 

(5) 保育料以外を保護者から徴収することは、原則として認めないこととする。なお、施設の利

用を希望する者に対しても同様とし、利用開始前に利用を辞退した場合はすみやかに返金する

こと。ただし、詳細については、以下のとおりとする。 

ア おむつ代、布団クリーニング代の実費は可。 

イ 入園時に保護者に用意していただく物の実費は可。 

ただし、原則は保護者が選択できるようになっていること。 

ウ 遠足交通費、写真代等の行事費について実費は可。 

別途精算書を作成し、運営委員会に報告すること。 

エ 保護者会費、賛助会費等は保護者へ強制加入でなければ可。 

オ 基本保育時間の保育にかかる経費以外で、保護者がサービス等について利用する・しない

の選択ができるものの費用については可。 

カ 入園金、入園予約金、年度更新料は不可。 

ただし、入園予約金について入園時に保育料に充当する場合は可。 

キ 保護者の選択することのできないサービス・使用料等の徴収は不可。 

(例 冷暖房費、強制加入の損害保険、健康診断料、事務費等) 

ク その他 

やむを得ない事情で徴収する場合においては、事前に運営委員会で協議し、保護者の理解

を得たうえで徴収することとなったものは可。 

その場合は、運営委員会の議事録とサービスの内容、料金が記載されているものを区長へ

協議・確認をすること。 

また、確認後、そのサービス内容・料金をパンフレット、料金表等に記載し今後入園する

利用者へ周知するとともにウと同様に毎年運営委員会に報告すること。 

http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A3xTpnX95uZOPKoAdUKDTwx.;_ylu=X3oDMTBtaGJoYTRkBHNlYwNxc3Mtc3BlbGwEc2xrA3N1Z2c-/SIG=16kkg77pe/EXP=1323856061/**http%3A/search.yahoo.co.jp/search%3Fp=%25E3%2582%2584%25E3%2582%2580%25E3%2582%2592%25E5%25BE%2597%25E3%2581%25AA%25E3%2581%2584%26sp=1%26tid=top_ga1_sa%26ei=UTF-8%26fr=top_ga1_sa%26SpellState=


 

第７ 契約書等の交付 

(1) 設置者は当該施設において提供されるサービスを利用しようとする者からの申込みがあった

場合には、その者に対しサービスを利用するにあたり契約内容、入退園の手続き、契約を更新

する際の手続き等必要な事項について説明すること。 

(2) 設置者は利用者に対し、当該施設において提供するサービス内容、保護者負担額等の契約内

容を書面で取り交わすこと。 

(3) 設置者は利用者から退園の申し出があった場合には、書面で受け付けるとともに、退園通知

書を交付すること。 

 

第８ 保育内容等 

(1) 保育所保育指針（平成 20年３月 28日 厚生労働省告示第 141号）に準じ、家庭や地域社会

と連携を密にして、家庭養育の補完を行い、児童が健康、安全で情緒の安定した生活ができる

環境を用意し、心身の健全な発達を図るよう努めること。 

(2) 全体的な計画及び指導計画は、児童の心身の発達の程度、保育所や地域の実態などを考慮し

て、調和のとれた内容で策定し、活用すること。また、保育日誌、児童票等を作成整備してお

くこと。 

 

第９ 衛生及び安全管理等 

(1) 給食関係者は、毎月１回以上検便するとともに、必要に応じて回数を増加すること。 

(2) 避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月１回以上実施すること。 

 

第 10 家賃助成 

(1) 賃貸借契約が適正に交わされている場合、契約書に基づき、月額の２分の１を助成する。 

この場合、月額には地代を含むものとするが、敷金・保証金については、助成の対象から除

くものとする。 

(2) 管理費については、修繕積立金を含めて家賃の一部とするが、駐車場使用料は管理費から除

外する。 

(3) 家賃助成には消費税を含むものとする。 

 

第 11 設備助成 

(1) 認定した施設に対し、必要と認める設備改修及び改装経費の２分の１を助成する。 

(2) 児童の処遇に関して、重大な支障をきたすおそれがない、又は緊急に改善する必要性が認め

られない場合は、助成対象としない。 

(3) 設備助成費には消費税を含むものとする。 

 

第 12 保育サービス事業 

(1) 延長保育については、対象児童（延長保育の契約児童）が１人以上おり利用実績がある場合

は、利用児童数に関係なく定額助成とする。 

  なお、延長助成の区分については、施設の開所時間かつ利用実績を超えない範囲とする。 

(2) 早朝保育加算については、次の要件をいずれも満たしている場合に定額を加算し助成する。

ア 基本保育時間前に 30分以上開所していること。 

イ 基本保育時間前に対象児童を１人以上保育していること。 

(3) 休日保育については、原則として日曜、祝日、休日すべてを開所していることとするが、年

末 12月 29日から１月３日までは休園とすることができる。 

また、開所時間については、午前７時 30分から午後３時 30分までの日中８時間以上を原則



とするが、施設が地域特性を考慮し、変更することができる。 

助成対象は保育を必要とする児童とするが、非定型、緊急又は保護者のリフレッシュのため

に家庭での保育が困難となる児童についても、助成の対象とする。 

(4) 一時保育については、助成対象は、児童福祉法第 24 条の規定による保育実施又は必要な保

育を確保するための措置を講じられている児童（保育所、認定こども園、小規模保育事業、家

庭的保育事業及び事業所内保育事業を利用している児童）及び横浜保育室を利用中の児童以外

の児童であって、平日及び土曜日に次の利用要件に該当する児童とする。 

また、利用児童の受入れにあたっては、要綱の基準に反しない限り、横浜保育室定員に空き

がある場合や別に専用室を設ける場合でも差し支えないものとする。 

なお、月極の契約内容及び利用実績が、利用要件ごとの上限を超える場合は、助成の対象と

はしないものとする。 

ア 非定型的保育 

保育を必要とする要件には該当しないが保護者等の就労などにより、家庭での保育が断続

的に困難となる場合で、１か月 15日または 64時間以内で利用する児童とする。利用時間は、

日ごとに 30分未満切り捨て、30分以上切り上げることとする。 

イ 緊急保育 

保護者等の疾病、入院、冠婚葬祭などやむを得ない理由により緊急一時的に家庭での保育

が困難となる場合で、１回に連続して 14日以内で利用する児童とする。 

ウ リフレッシュ保育 

保護者の育児に伴う身体的、心理的負担を解消するための場合で、１回につき１日以内で

利用する児童とする。 

(5) 一時保育助成費の精算にあたっては、１日につき４時間未満の利用は、２日の利用で１日と

し日数換算すること。 

(6) 一時保育障害児加算費の精算にあたっては、１日につき４時間未満の利用は、２日の利用で

１日とし日数換算すること。 

 

第 13 基本助成費等の交付基準 

(1) 基本助成費の交付については、本市内及び川崎市内に在住する３歳未満の保育を必要とする

児童であること。 

(2) 保育を必要とする児童の事由については、その保護者のいずれもが横浜市給付認定及び利用

調整に関する基準(平成 26 年 10 月 14 日こ企第 583 号局長決裁)第１条に規定する事由のいず

れかに該当する児童をいい、設置者は次のいずれかにより随時保育の必要性を確認するものと

する。 

ア 『区分確認通知書』、または横浜市給付認定及び利用調整等実施要綱(平成 26年 10月 10日

こ企第 581号局長決裁)第２条第２項に基づき発行された『教育・保育給付認定 決定通知書』

または『施設等利用給付認定 決定通知書』 

イ 川崎市民の保育を必要とする児童については、『【横浜保育室】川崎市民 利用理由申立書』

(第 20号様式) 

(3) 横浜保育室に在籍している児童が、１月につき１日以上施設に登園していない場合について

は、原則２か月間に限り、次のいずれかの事由による場合のみ、助成対象とすることができる。 

ア 里帰り出産 

イ 保護者・児童の疾病 

ウ その他、市長が認める場合 

(4) ３歳児助成費の交付については、本市内に在住し第２号の基準を満たす、３歳児であること。 

(5) 第３子多子減免加算費は、要綱第 11 条第１項に定める範囲の、契約に基づく月極保育料を

対象とする。また、第３子多子減免加算費が助成される児童については保育料軽減助成を適用



することはできない。 

(6) 認可移行準備加算（その１）及び認可移行準備加算（その２）の適用の始期については、１

年度を四半期に分け、横浜保育室認可移行計画書事務取扱要領（平成 25 年 12 月 27 日こ保整

第 987号）第４条に基づく認可移行計画（以下「移行計画書」という。）の承認を受けた日が属

する四半期の最初の日に遡及して適用する。 

(7) 保育士雇用対策費助成については、支給年度の第１四半期各月初日に、実施年齢で０歳から

２歳児の在籍児童数（助成対象外児童含む）が横浜保育室定員数を下回った場合に支給するも

のとし、支給額は第１四半期各月初日の横浜保育室定員数と実施年齢で０歳から２歳児の在籍

児童数（助成対象外児童含む）の差に、次の単価を乗じた額とする。ただし、支給条件を支給

年度の６月 30日までに満たした施設については、４月１日に遡及して適用する。 

    ア 第 12 条の４第２号による承認を受けた施設については、基本助成費単価に２分の１を

乗じた額。 

  イ 移行計画書の承認を受けかつ、横浜保育室定員の児童数で設備運営基準 33 条を満たし

た施設については基本助成費単価と同額。 

 

第 13の２ 保育士等処遇改善助成費の目的 

  保育・教育の提供に携わる人材の確保及び資質の向上を図り、質の高い保育・教育を安定的に供

給していくため、職員の賃金の継続的な引上げ（ベースアップ）等に要する費用の助成を行うもの

である。 

 

第 13の３ 保育士等処遇改善助成費の使途 

処遇改善助成費による賃金の改善に当たっては、第 13の２の目的に鑑み、その方針をあらかじめ

職員に周知し、改善を行う賃金の項目以外の賃金の項目（業績等に応じて変動するものを除く。）の

水準を低下させないことを前提に行うとともに、対象者や賃金改善額が恣意的に偏ることなく、改

善が必要な職種の職員に対して重点的に講じられるよう留意すること。 

助成額については設置者や法人役員を兼務する施設長を除く各施設で決定する基本助成費の対象

児童の保育に関与する各施設で勤務する範囲の職員に対し、基本給、手当、賞与又は一時金等のう

ちから改善を行う賃金の項目を特定した上で、毎月払い、一括払い等の方法により賃金の改善を行

うことができ、各施設においてその名称、内訳等を明確に管理すること。 

なお、手当や一時金等については、基本給の引上げや定期昇給の増額等に段階的に反映していく

ことが望ましく、給与表や給与規程の見直しを推進すること。 

 

第 13の４ 平均利用子ども数の算定 

「平均利用子ども数」は、助成前年度の基本助成費の対象児童数の合計を 12ヶ月で除した数（１

人未満の端数は四捨五入）とすること。 

 

第 13の５ 保育士等処遇改善助成費の要件及び定義 

保育士等処遇改善助成費については、助成当年度において実施する賃金の改善に関する計画が次

の要件を満たし、かつ、その具体的な内容を職員に周知していることを要件とする。 

(1)賃金改善実施期間において、次に掲げる要件を満たしていること。 

ア 保育士等処遇改善助成費による賃金改善等見込総額が助成当年度の保育士等処遇改善助

成費による助成見込額を下回っていないこと。 

イ 保育士等処遇改善助成費による賃金改善見込額の総額の３分の２以上が、基本給又は決ま

って毎月支払われる手当の引上げによるものであること。 

(2)「賃金改善実施期間」とは、助成当年度の賃金改善を実施する月からその後の最初の３月まで

をいう。 



(3)「賃金改善等見込総額」とは、「賃金改善見込総額」と「事業主負担増加見込総額」を合計し

て得た額をいう。 

(4)「賃金改善見込総額」とは、各職員について「賃金改善見込額」を合算して得た額をいう。 

(5)「事業主負担増加見込総額」とは、各職員について「賃金改善見込額」に応じて増加すること

が見込まれる法定福利費等の事業主負担分の額を合算して得た額をいい、次の＜算式＞により

算定することを標準とする。 

＜算式＞ 

「助成前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「助成前年度における賃金の

総額」×「助成当年度の賃金改善見込額」 

２ 処遇改善等保育士等処遇改善助成費の実績報告については、助成当年度の終了時において、実施

した賃金の改善が次に掲げる要件を満たしていることを要件とする。  

(1)賃金改善実施期間において、次に掲げる要件を満たしていること。また、令和５年４月以降の

賃金水準が、令和５年３月までの賃金水準を下回っていないこと。 

賃金改善等実績総額が助成実績額を下回った場合には、生じた助成残額の全額を助成翌年度に

速やかに助成当年度の助成対象職員の賃金（法定福利費等の事業主負担分を含む。）として支払

うこと。 

ア 保育士等処遇改善助成費による賃金改善等実績総額が助成当年度の保育士等処遇改善助 

成費による助成額を下回っていないこと。 

イ 保育士等処遇改善助成費による賃金改善額の総額の３分の２以上が、基本給又は決まって

毎月支払われる手当の引上げによるものであること。ただし、市長が認める場合を除く 

(2)「賃金改善等実績総額」とは、「賃金改善実績総額」と「事業主負担増加相当総額」を合計し

て得た額をいう。 

(3)「賃金改善実績総額」とは、各職員について「賃金改善実績額」を合算して得た額をいう。 

(4)「事業主負担増加相当総額」とは、各職員について「賃金改善実績額」に応じて増加すること

が見込まれる法定福利費等の事業主負担分の額を合算して得た額をいい、次の＜算式＞により

算定することを標準とする。 

＜算式＞ 

「助成前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「助成前年度における賃金の

総額」×「助成当年度の賃金改善実績額」 

 

第 13の６ 保育士等処遇改善助成費の賃金改善計画書 

施設は、賃金の改善に関する計画の策定にあたり、『横浜保育室保育士等処遇改善助成費賃金改善

計画書』（第 50号様式）及び『賃金改善計画書内訳』（第 50号様式の２）を横浜市長が定める日ま

でに、横浜市長に提出するものとする。 

なお、令和４年度については提出不要とする。 

 

第 13の７ 保育士等処遇改善助成費の賃金改善実績報告書 

施設は、賃金改善実施後、『横浜保育室保育士等処遇改善助成費賃金改善実績報告書』（第 51号様

式）、『賃金改善実績報告書内訳』（第 51号様式の２）及び添付資料を年度終了後、横浜市長が定め

る日までに、横浜市長に提出するものとする。 

 

第 13の８ 保育士等処遇改善助成費の助成残額の取扱い 

  助成当年度の終了後、賃金改善等実績総額が助成実績額を下回った場合には、その翌年度内に速

やかに、その差額（以下「助成残額」という。）の全額を一時金等により支払い、賃金の改善に充て

ること。 

  なお、翌年度内に助成残額を全額支払いしなかった場合、要綱第 15条第１項第５号の規定により



助成残額の一部又は全部を返還すること。 

 

第 14  障害児・特別支援児童の認定及び障害児保育費の区分の変更 

障害児・特別支援児童の認定及び障害児保育費の区分の認定については、以下の各号のとおり

とする。 

  (1) 必要書類 

横浜保育室事業実施要綱（平成９年４月１日福保推第 18号）第２条(7)及び(8)に規定する、

障害児・特別支援児童の認定及び障害児の認定区分の変更に必要な書類は、横浜保育室障害

児・特別支援児童 認定（変更）申請書（第１号様式）に次の書類を添付するものとする。 

ア  障害児 

(ｱ)  身体障害者手帳、愛の手帳（療育手帳）、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている

児童はその写し 

(ｲ)  児童状況書＜保護者用＞（第２号様式） 

(ｳ)  児童状況確認書＜横浜保育室用＞【３号認定児童用】（第３号様式の１）、児童状況確

認書（３歳未満児用）＜横浜保育室用＞【２号認定児童用】（第３号様式の２） 

(ｴ)  児童意見書・診断書＜判定機関等用＞（第５号様式）、主治医の意見書・診断書等。 

イ 特別支援児童 

(ｱ) 児童状況書＜保護者用＞第２号様式 

(ｲ) 児童状況確認書＜横浜保育室用＞【３号認定児童用】（第３号様式の１）、児童状況確

認書＜横浜保育室用＞【２号認定児童用】（第３号様式の２） 

(ｳ)  児童意見書・診断書＜判定機関等用＞第５号様式、主治医の意見書・診断書等 

(ｴ)  横浜保育室事業実施要綱第２条第１項第８号イに基づき対象児童の認定及び加配区分

の認定を行う場合は、(ｳ)に代えて特別支援児童状況確認書（横浜保育室用）第４号様式 

(ｵ) その他、区福祉保健センター長が対象児童の認定及び加配区分の認定に必要と認める

書類 

  (2)  障害児・特別保育児童の認定の申請、及び障害児保育費の区分の変更の申請 

ア 対象児童の認定は、第 14(1)に定める必要書類等の内容を十分に確認し、保護者が記載し

た第２号様式、施設・事業者が記載した第３号様式の１、第３号様式の２又は第４号様式、

判定機関等が記載した第５号様式に記載された児童の状況や付された意見に基づき、区福

祉保健センター長が認定決定する。 

イ 対象児童の認定は、原則、保護者からの申出に基づき、施設・事業者の長からの申請をも

って行うものとする。なお、新たに施設・事業者の利用を希望する場合は、保護者は区福祉

保健センター長に申出ることとし、区福祉保健センター長は保護者からの申出に基づき、

必要に応じて認定及び加配区分の仮決定を行い、利用予定の施設・事業者に通知すること

とし、その結果に基づき、施設・事業者の長が申請を行うこととする。 

ウ 保護者からの申出を受けた区福祉保健センター長又は施設・事業者の長は、本要綱に定

める特別な支援を必要とする児童の保育教育内容を十分に説明し、説明を受けた保護者か

ら必要書類の提出を受けるものとする。この際には、対象児童及び保護者の人権を尊重す

るよう配慮しなければならない。 

エ 保護者から提出を受ける必要書類は、第 14(1)ア(ア)に定める手帳の写し、第２号様式

及び第５号様式又は主治医の意見書・診断書とする。 

オ 保護者が第２号様式を提出することをもって、特別な支援を必要とする児童の保育教育

の提供に対する同意とする。 

カ 対象児童の認定決定を行った区福祉保健センター長は、当該児童が利用する又は措置を

受ける施設・事業者の長に対し、「横浜保育室 障害児・特別支援児 認定（変更）通知書」

（第７号様式）を通知するものとする。 



キ 対象児童の認定決定の効力は、対象児童の状況に著しい変化がない限りは、新たに施設・

事業者を利用する又は措置を受ける児童に関しては、利用の開始日から終了日まで、既に

利用している又は措置を受けている児童に関しては、保護者より申出があった日から利用

の終了日とする。ただし、保護者からの申出が何らかの事情で遅くなった場合で、当該児

童に対して特別に支援が必要な児童に対する保育教育の提供を行っていたことが書類等で

明らかな場合には、保護者より申出があった日と保育教育の提供を開始した日が同一年度

に属するときに限り、保育教育の提供を開始した日を認定決定の効力の初日とすることが

できる。 

ク 本号キただし書きの決定をするにあたり、施設・事業者の長は、区福祉保健センター長

の求めに応じ、その開始日を証明する書類等を提出しなければならない。 

ケ 保育教育の提供や児童の発達に応じ、障害等の状況に明らかに変化があった場合は、区

福祉保健センター長は、保護者からの申出によらず認定を取り消すことができるものとす

る。認定取消しの決定を行った区福祉保健センター長は、当該児童が利用する又は措置を

受ける施設・事業者の長に対し、カに規定する方法により通知するものとする。 

   (3) 対象児童の認定等に係る意見照会 

     対象児童認定等に係る意見照会については、次の各号によるものとする。 

     ア  児童相談所、横浜市障害者更生相談所、横浜市総合リハビリテーションセンター、横浜

市地域療育センター、小児療育センター、神奈川県立こども医療センター、横浜市立病院

及び地域中核病院等の機関（以下「判定機関等」という。）の長は、保護者又は区福祉保

健センターからの照会に対し、第５号様式を作成し、これをもって意見を付すものとする。 

イ  要綱第３条第１号及び第２号の対象児童の認定における第５号様式は、保護者の了解を

得ている場合に限り、区福祉保健センターから「横浜保育室 障害児・特別支援児童に関す

る意見照会書」（第６号様式）により判定機関等に意見照会し、直接区福祉保健センターに

提出を求めることができる。 

ウ  特別な事情により、保護者からの意見書等がもらえないと区福祉保健センター長が判断した

場合には、区福祉保健センター長から保護者が利用している判定機関等に対し意見照会を行う

ことができる。 
  (4)  障害児の認定の区分 

     障害児の認定の区分は、次の各号のとおりとする。 

ア 認定区分Ａ：対象児童１人に対して職員等１人 

    イ 認定区分Ｂ：対象児童２人に対して職員等１人 

    ウ 認定区分Ｃ：対象児童３人に対して職員等１人 

 (5) 対象児童の認定及び障害児の認定の区分の決定 

第 14(1)アに規定する対象児童の加配区分の認定は、次の各号により行う。 

ア 区福祉保健センター長は、第 14(1)ア(ｱ)に規定するいずれかの書類が提出された場合は、

「障害児に対する加配区分基準表」（別表１）と照らし合わせ、加配区分の認定を適用する

ものとする。 

イ 区福祉保健センター長は、第 14(1)ア(ｱ)に規定する書類の提出がない場合には、提出さ

れた他の必要資料の内容を「障害児に対する加配区分基準表」（別表２－１及び別表２－２）

と照らし合わせ、客観的な判断によって加配区分又は第 14(1)イの認定を適用するものと

する。なお、加配区分の認定は、別表２－１及び別表２－２それぞれで適用項目による加

配区分を確認したのち、重い方の加配区分を適用する。 

ウ センター長は、認定の可否及び区分を決定し、横浜保育室 障害・特別支援児童 認定

決定通知書（第７号様式）により申請者に通知する。 

    (6) 障害児及び特別支援児童の手続きについて、横浜保育室事業実施要綱（平成９年４月１日

福保推第 18号）及びこの要領に定めのない事項については、横浜市障害児等の保育・教育実



施要領（平成 27年４月こ保第 3729号）に準じるものとする。 

 

第 15助成金交付手続 

(1) 基本助成費、基本助成費加算及び保育サービス事業助成費のうち要綱第８条第３号カ、キ及

びクについては、月の途中で児童数が増減した場合でも精算を行わない。 

(2) 前号に規定するものを除いた保育サービス事業助成費は、助成要件に該当する場合、実績に

応じて支払うものとする。 

(3) 第２子多子減免加算費、第３子多子減免加算費、３歳児多子減免加算費及び保育料軽減助成

費が、保護者負担額を超える場合、設置者は超えた額を戻入しなければならない。 

(4) 家賃助成費は、月途中での精算を行わない。 

(5) 設備助成費は、原則として、助成対象事業が完了してから請求を受理し、支払うこととする。 

(6) 助成金の交付に過誤等が生じた場合は、当該年度内に限り、追加請求を行うものとする。な

お、戻入処理についてはこの限りではない。 

  ただし、第２子多子減免加算費、第３子多子減免加算費、３歳児多子減免加算費及び保育料

軽減助成費については、利用者保護の観点から前年度分に限り、請求することができる。また、

障害児保育加算費についても特段の事情がある場合は同様の扱いとする。 

 

第 16 繰越金 

(1) 決算上、余剰が生じた場合は、利益として配分することなく、安定した運営を確保するため

に、不足が見込まれる人件費、修繕費等の財源として積み立てること。 

(2) 施設会計において次年度以降の経費に充てるため、繰越金の他に、毎年度末日に所要額を次

に掲げる引当金に計上することができる。 

ア 人件費引当金 

人件費の類に属する経費に係る引当金。 

イ 修繕引当金 

建物及び建物附設備又は機械器具等備品の修繕に要する費用の引当金。 

ウ 備品等購入引当金 

業務省力化機器をはじめ施設運営・経営上効果のある物品を購入するための引当金。 

なお、当期繰越金への繰入額は、当該施設会計の収入決算額の３０％を超えない範囲とす

る。 

(3) 開設資金や改修に要した借入金については、適正な施設運営が確保されていることを条件に、

収入決算見込み額の２％以内を、その返済（元本部分を除く）に充当することができる。 

この場合、借入金の経理内容を明確にして、事前に所管課あて協議し、承認を得ること。 

(4) 各引当金を含む繰越金を目的外で取り崩して使用する場合は、『横浜保育室事業繰越金取り

崩し協議書』（第 30号様式）に必要書類を添付の上、事前に区長を経由して市長と協議をしな

ければならない。 

(5) 市長は、前記(4)による協議を行い承認したときは、『横浜保育室事業繰越金取り崩し協議承

認通知書』（第 30号様式の２）を設置者に対し通知する。 

(6) 市長は、前記(4)による協議を行い不承認としたときは、『横浜保育室事業繰越金取り崩し協

議不承認通知書』（第 30号様式の３）を設置者に対し通知する。 

 

第 17 会計処理 

(1) 会計は収支を明瞭にし、その受託責任を明確にすることを目的に、社会福祉法人会計基準に

準拠した内容の会計記録を整備すること。 

(2) 財産状態及び収支の状況を明らかにするために、複式簿記の方法により、会計処理に努める

こと。 



 

第 18 事業の精算 

(1) 設置者は横浜保育室事業を廃止または認定取り消しとなったときは、廃止された日から２か

月以内に事業の精算を行わなければならない。 

(2) 未収金及び未払金の精算後の繰越金又は引当金に残額が生じた場合には、助成金に相当する

金額を市長あて返還しなければならない。 

  ただし、認可保育所及び認定こども園、小規模保育事業への移行（横浜市内に限る。）（以下

「認可移行」という。）を目的とした事業廃止の場合は、移行後の施設会計の経理区分へ繰り入

れることができるものとする。なお、横浜保育室の開設資金や改修に要した借入金の返済に充

てる場合に限り、残額の一部を本部会計に繰り入れることができるものとする。 

(3) 認可移行する場合、設置者は廃止された日から２か月以内に『横浜保育室事業残額精算報告

書』（第 26号様式の２）に必要書類を添付のうえ、区長を経由して市長に提出すること。市長

は『横浜保育室事業残額精算報告受理通知書』（第 26号様式の３）を設置者に対し通知し、そ

の写しを市長あて提出する。 

(4) 認可移行しない場合、設置者は廃止された日から２か月以内に『横浜保育室事業精算報告書』

（第 26 号様式の４）に必要書類を添付のうえ、区長を経由して市長に提出すること。市長は

『横浜保育室事業精算報告受理通知書』（第 26号様式の５）を設置者に対し通知する。 

 

第 19  その他 

(1) 要綱第 18条第３項第２号の一定期間とは、概ね１年間とする。また、要綱第 19条の休止の

期間は、概ね１年を超えない期間とする。 

(2) 設置者は、開所時間、保育内容等について、地域に情報を提供し、公開し、利用者の利便及

び適正な施設運営に努めること。 

(3) 設置者は、利用者の受入れにあたっては、福祉保健センターとの連絡を密にすること。 

(4) 個人情報の管理にあたっては、「福祉関係事業者における個人情報の適正な取扱いのための

ガイドライン」（平成 16年 11月 30日厚生労働省通達）を参考にすること。 

 

附 則 

 この要領は、平成 15年３月 13日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成 16年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成 17年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成 18年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成 18年 12月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成 19年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成 20年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成 21年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成 22年４月１日から施行する。 

附 則 



 この要領は、平成 23年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成 24年１月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成 24年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成 25年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成 26年１月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成 26年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成 27年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成 28年１月 25日から施行する。 

 

附 則 

 １ この要領は、平成 28年 10月３日から施行する。 

 ２ 改正前の様式は、平成 29年３月 31日までの間、有効なものとして取り扱う。 

 

附 則 

 １ この要領は、平成 29年 10月５日から施行する。 

 ２ 改正前の様式は、平成 30年３月 31日までの間、有効なものとして取り扱う。 

 

附 則 

 この要領は、平成 30年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要領は、決裁の日より施行し、令和元年 10月分の請求及び支出から適用する。 

２ 令和元年９月分までの請求及び支出に関しては、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要領は、決裁の日より施行し、令和２年４月分の請求及び支出から適用する。 

２ 令和２年３月分までの請求及び支出に関しては、なお従前の例による。 

３ 第３は、令和３年４月より適用する。 

 

附 則 

１ この要領は、決裁の日より施行し、令和３年４月分の請求及び支出から適用する。 

２ 令和３年３月分までの請求及び支出に関しては、なお従前の例による。 

 

附 則(令和４年２月 18日 こ保運第 1748号) 

１ この要領は、決裁の日より施行し、令和４年２月分の請求及び支出から適用する 

２ 令和４年１月分までの請求及び支出に関しては、なお従前の例による。 

 

附 則(令和４年３月 17日 こ保運第 1910号) 

１ この要領は、決裁の日より施行し、令和４年４月分の請求及び支出から適用する。 



２ 令和４年３月分までの請求及び支出に関しては、なお従前の例による。 

 

附 則(令和４年 12月９日 こ保運第 1310号) 

１ この要領は、決裁の日より施行し、令和４年 10月分の請求及び支出から適用する。 

２ 令和４年９月分までの請求及び支出に関しては、なお従前の例による。 

 

附 則(令和５年３月 31日 こ保運第 1968号) 

１ この要領は、決裁の日より施行し、令和５年４月分の請求及び支出から適用する。 

２ 令和５年３月分までの請求及び支出に関しては、なお従前の例による。 
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